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１ はじめに （ 一般公募について ） 

羽咋市では、羽咋市介護保険事業計画（第９期）に基づく地域密着型サービスの施設整備

を進めるにあたり、羽咋市内において地域密着型サービスを提供する事業者の公募を行いま

す。 

 

２ 公募する地域密着型サービス 

本公募における地域密着型サービスの種類等は、以下のとおりです。 

事業年度 サービスの種類 募集整備数 募集圏域 

令和８年度 小規模多機能型居宅介護 １ 全域 

 

３ 公募の応募資格 

補助対象事業者の応募資格については、以下の要件等を満たすものとします。 

①介護サービスの実績を持つ法人であること。 

②介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号に該当しない

こと。 

③羽咋市暴力団排除条例 第２条第１項第１号に定める団体に該当しないこと。 

④地域密着型サービス事業者の指定を受けることが見込まれること。 

⑤申請者は、整備事業の運営を直接行う事業者であること。 

⑥補助金が認められない場合でも自己資金での整備が可能であること。 

⑦施設を整備する土地及び建物は、事業者が所有権を有するか取得が見込まれること、

又は賃貸借契約の締結が確実であり事業の継続性が十分確保されていること。 

⑧土地・建物については、事業実施に支障がないか等、事前に関係部署等に相談して

おくこと。 

⑨運営する法人について、国税、県税、市税や公共料金等を滞納していないこと。 

【土地・建物を購入により取得する場合】 

応募の段階では所有権を有していなくても、売買が確実であることが確認できる条件

付契約書（※）などを添付すること。 

【土地・建物を賃借する場合】 

応募の段階では賃借が開始されていなくても、賃借が確実であることが確認できる条

件付契約書（※）などを添付すること。 

（※）公募で選定されなかった場合は、契約等が無効であることなどを明記したもの 

なお、応募にあたっては、介護保険法、都市計画法、建築基準法、消防法及び関係法令

等を遵守してください。 

 

 

 



４ 応募の受付 

受付期間 令和８年４月１０日（金）～令和８年５月２９日（金） 

午前８時３０分～午後５時１５分まで （土・日・祝日は除きます。） 

 

５ 書類の提出先 

羽咋市地域包括ケア推進室 介護高齢者係（８番窓口）に直接お持ちください。 

※郵送による受付は行いません。予め電話予約の上、ご来庁ください。 

 

６ 提出書類 

（１）別表 「応募に係る提出書類一覧表」をご参照ください。 

（２）提出書類は、理由の如何を問わず返却しませんのでご了承ください。 

また、応募書類の提出に要する経費は全て応募者の負担とします。 

（３）書類は、原則として全てＡ４判でファイルに綴じたものを２部（正本１部、副本１部）

提出してください。なお、副本は正本をそのままコピーしたもので構いません。 

提出書類は、番号入り仕切紙（白紙のインデックス）をはさみ、書類番号ごとに分け

て綴り提出してください。 

（４）正本について 

賃貸借契約書などは、本来、契約者同士で原本を保管するものなので、応募にあたっ 

ては写しの提出で構いません。また、その場合、代表者名で次のような原本証明をし 

てください。  

   （代表者名による原本証明の見本） 

この写は原本と相違ありません。 

令和 年 月 日 

法人名 ○ ○ ○          法人印 

代表者名 ○ ○ ○ 

原本証明に押印する法人印は、印鑑証明の印影と同じものを使用してください。 

（５）提出された書類の提出期限後の差替え及び再提出は認めません。 

（６）提出された申請書類は、羽咋市情報公開条例の対象となりますので、同条例の規定に 

  より公開されることがあります（非公開情報は除きます）。 

 

７ 補助金等 

整備等に係る補助金としては、石川県からの「地域医療介護総合確保基金」を財源とした、

市の補助金を交付する予定です。 

また、補助金の協議を行う場合には、手続きの進捗状況によって着工の時期が遅れる場合

があるほか、実際に交付されることとなった場合には、財産処分の制限等の条件が付されま

す。 

 



８ 禁止事項と欠格事項等について（重要事項） 

（１）市が実施する審査会の前に次の行為を行なった場合、審査を行うことなく失格としま

す。 

① 審査会の委員に対し、直接、間接を問わず連絡を求め、または接触した場合 

② その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

（２）書類の提出期限後（審査会まで）は、次に該当する場合、審査を行うこととなく失格

とします。 

①提出された書類の内容に、重大な不備又は虚偽があったと認められる場合 

②重要な事項（建設場所・施設種別・定員・資金の確保等）の変更があった場合 

③その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

（３）審査会で検討し市が選定した後に、下記の要件に該当した場合は審査結果にかかわら

ず失格とします。 

①提出された書類の内容に、重大な不備又は虚偽があったと認められる場合 

②重要な事項（建設場所・施設種別・定員・資金の確保等）の変更があった場合 

③その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

（４）羽咋市暴力団排除条例に基づき、暴力団等への関与が判明した場合は、選定前につい

ては審査を行うことなく失格とし、選定後においては、審査結果にかかわらず失格とし

ます。 

 

９ 事業者の選定 

（１）提出された書類による内容審査及び実地調査を行います。 

（２）羽咋市による審査会を開催し、事業者に対してのヒアリング等の審査を行い、同審査会の

意見を市長に答申します。 

（３）審査会の意見を踏まえ総合的に評価を行い、羽咋市長が決定します。 

（４）審査の結果、候補者が決定されない場合があります。 

（５）施設設置・運営希望者の応募がない場合や、候補者が決定しなかった場合は再度募集を行 

うことがあります。 

（６）選定結果は、応募された全事業者へ文書にて通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 審査基準 

審査の着眼点は下記のとおりです。 

審査の着眼点等 

（１）基本方針に関すること 

①施設ニーズ把握のための調査方法、現状分析 

②整備予定地の選定理由 

   ③事業を行う理由 

（２）運営方針に関すること 

①サービスの提供にあたっての理念・目標等 

②従業者の確保対策 

③利用料金の設定及びその考え方 

（３）利用者保護対策 

①認知症ケアに関する考え方や虐待防止対策への方策 

②衛生管理・苦情処理・事故防止対策及び防災対策 

③個人情報の管理に対する考え方 

（４）将来性 

①家族との連携及び交流の方法 

   ②地域住民との良好な関係の構築方法及び協力体制、交流の方法 

③医療機関との連携 

④健全で安定した事業運営の見込み 

（５）介護予防拠点 

① 介護予防や重度化防止、高齢者の健康づくりの方法 

（６）その他 

①法人の経営理念 

 

 

１１ 今後の日程（予定） 

令和８年５月２９日（金） 公募書類の提出期限（事業者） 

６月上旬 庁内審査委員による一次審査（書類審査） 

６月下旬 審査会による二次審査（面接審査）、結果通知 

事業者選定後 開設準備（事業者） 

開設準備完了後 現地調査等(市) 

介護保険法に基づく審査終了後 介護保険法に基づく指定 

 

 

 



１２ その他 

（１） 選定前までの辞退について 

書類の提出期限後、整備事業者選定の前までに、やむを得ない事由等で辞退する場合は、 

辞退理由を明記の上、法人名・代表者名の署名、法人印の押印のある辞退届（任意様式） 

を提出してください。 

 

（２）選定後の辞退について 

整備事業者として選定された後に辞退することは、本市の計画全体に大きな支障をきた

すことになります。その影響を十分に認識した上で、確実に事業が実施できる見込みをも

って応募してください。 

事業者選定後は、選定後に辞退する場合は、法人名・代表者名・辞退理由等を、市の選

考委員会等にて説明していただきます。 

 

１３ 問い合わせ先 

（１）質問は、別添様式によりメールまたは、ファックスで下記まで送付してください。 

（２）公募に関する応募状況、審査状況等については回答できません。 

【問合せ先・書類の提出先】 

〒925-8501 

石川県羽咋市旭町ア２００番地 

羽咋市市民福祉部 

地域包括ケア推進室 介護高齢者係 

ＴＥＬ：（０７６７）２２－５３１４ 

ＦＡＸ：（０７６７）２２－３９９５ 

Ｅ－mail：fukushi2@city.hakui.lg.jp 


